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救急活動遅延事案について 

 

１ 事案概要  

平成 24 年 12 月、救急要請された方（傷病者）の住居（住居Ａ）とは別の同姓住

居（住居Ｂ）に救急隊等が出場して活動したため、住居Ａにいた傷病者への接触が

遅延するという事案が発生し、傷病者は病院搬送後、死亡が確認されました。 

119 番受信者（指令管制員）は、住居Ａと住居Ｂが同一地番内にある状況で、場

所を特定するため隣家（住居Ｃ）の名前を確認の上、救急車内モニターに住居Ｂを

目標ポイントとして出場を指令しました。救急隊は、車内モニターの表示を基に住

居Ｂで活動し、施錠されていたため、消防隊を増強出場させて進入したものの、傷

病者を発見できず、改めて救急要請場所の検索を行い、住居Ａに進入したものです。

このとき、住居Ａも施錠されていました。 

なお、住居Ａの隣家（住居Ｄ）及び住居Ｂの隣家（住居Ｃ）は読み方が同じ姓で

した。 
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２ 経過 

時間経過 今回の事案 専門部会での推定 

13時 20分 20秒 指令管制員、119番通報受信、聴取開始 

13時 21分10秒 指令管制員、地図上の住居Ｂを目標ポイントとして、救急隊に出

場指令（目標ポイントは救急車内モニターに表示） 

13時 21分12秒 指令副台長、地図上の目標ポイントを住居Ａに補正 

（出場指令後の操作だったため、救急車内モニターには反映され

ませんでした。） 

13 時 27分 救急隊 現場到着（住居Ｂ） 

13 時 29分  施錠されていたため、救急隊長が救急要請のあった電話番号（固

定電話）に連絡するも応答なし 
※ 住居内で倒れていることも考えられることから、２階から内部

進入を行うために消防隊を増強要請 

13 時 34分 住居Ａを目標ポイントとして、消防隊等に出場指令 

13 時 40分 消防隊等 現場到着 

※ 住居Ｂの２階から進入し、

内部検索を実施 

消防隊等 現場到着 

※ 傷病者接触まで最短で６

分と推定 

①ガラス窓破壊(最短１分) 

②内部検索所要時間(５分) 
 

13 時 45分 傷病者は発見できず、救急隊

長が再度連絡するも住居Ｂの

電話鳴らず 

13 時 46分 救急隊長が再度連絡するも

電話鳴らず、救急要請現場では

ないことに気付き、救急要請場

所の検索（指令書等の再確認、

近隣住民からの情報収集等） 

傷病者に接触 

 

13 時 48分 住居Ａへ活動開始 
※ ２階のガラスを割って消

防隊員が進入 

 

13 時 57分 １階において、傷病者に接触

（心肺停止状態を確認） 
 

13 時 58分 心臓マッサージ、ＡＥＤ（除

細動器）装着 
 

13 時 59分 司令センター救命指導医に

連絡、チューブによる気道確保 
14 時 05分  搬送開始 
14 時 14分 病院到着 

 

11 分早く接触できた

可能性がある。 
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３ 検討状況 

局内の課長級職員を構成メンバーとした警防活動事故等防止対策専門部会におい

て、救急活動の推定される遅延時間、原因及び再発防止策について、検討を行って

います。 

(1) 遅延時間に係る検討 

救急隊が当初から住居Ａで活動を開始したと仮定した場合、住居Ａも施錠され

ていたため消防隊の増強を行うこととなりますが、この場合、消防隊の現場到着

から傷病者接触までに要した時間は、約６分と推定されます。 

【理由】 

① 住居Ａは、２階のガラス窓を破壊する活動が必要であり、ガラスの飛散防止

措置等を行うため、最低でも１分間を要すると考えられます。 

② 住居Ａと住居Ｂは、建物構造等の状況が概ね同様であるため、消防隊の現場

到着から傷病者接触までの所要時間は、住居Ｂで検索に要した時間と同様の５

分間と推定されます。 

 

この６分を消防隊が現場に到着した時刻である 13時 40分に加えることにより、

最短で 13時 46分に傷病者と接触できたものと推定されます。 

したがって、実際の傷病者と接触した 13時 57分から差し引き、最大で 11分早

く接触できた可能性があります。 

 

(2) 原因と再発防止策に係る検討 

  別紙「原因と再発防止策について」のとおり 

 

４ 遅延の影響に係る検討 

傷病者への接触が最大で 11分遅れたことによる影響等について、３月上旬を目途

に、複数の医師から医学的観点の見解をいただくこととしており、このための準備

を進めています。 

 
５ 今後の予定 

  25年３月末を目途に最終報告書をとりまとめる予定です。 

 

 



問題点 原因 再発防止策

【指令管制員】
❶目標ポイントを住居Ｂとして出場指令を出したにもかか
わらず、地図画面の最終確認が不十分であり、指令副台長
が目標ポイントを住居Ａに補正したことを自らが行ったも
のと思い込んでしまったこと

①通報内容から緊急性が高いと判断した場合であって
も、指令場所の住所、目標ポイントなどの確認を確実に
実施したうえで、出場指令を出す基本動作の徹底
＜実施済み＞

【指令副台長】
❷通報を傍受し、聴取した隣家名（住居Ｄ）や電話の契約
者氏名などから指令場所を住居Ａと判断し、地図画面の目
標ポイントがずれていたため自ら補正したが、補正したこ
とを指令管制員に伝えなかったこと

②指令副台長は、原則として指令台操作を行わず、指令
管制員に対する指示・助言に留めることとし、やむを得
ず指令台操作を行う場合は、必ず指令管制員に声を掛け
ることを徹底＜実施済み＞

【指令管制員・指令副台長】
❸付近に同姓宅があることに気が付かなかったこと

③地図画面を広く確認し、同姓宅や類似した施設名称の
存在の有無を確認後、指令場所を特定することを徹底
＜実施済み＞

❶、❷共通
④出場指令後に目標ポイントを変更した場合、その旨の
警告するようシステムを改修
＜３月末までに実施予定＞

❶～❸共通
⑤現行の指令管制員マニュアルが機器操作の説明を中心
としたものであるため、これを指令管制の手順にした
がったものに改正＜３月末までに実施予定＞

【救急隊】
❶行政地図の確認が不十分であったこと

①部隊全員で行政地図上の指令場所を確認し、車内モニ
ターと照合することを徹底＜実施済み＞

❷指令書に記載された電話の契約者氏名を十分に確認しな
かったこと

②指令書に記載されている契約者氏名などの情報を活用
することを徹底＜実施済み＞

【消防隊】
❸現場到着時、目標ポイントが住居Ａであることを救急隊
に伝えなかったこと

③連携出場時の現場での指令書情報の照合の徹底
＜実施済み＞

【消防隊・救急隊】
❹付近に同姓宅が存在することに気が付かなかったこと

④行政地図を広く確認し、同姓宅や類似した施設名称の
存在に留意することの徹底＜実施済み＞

【部隊活動】
救急隊は車内モニターの表示に依存し指令
場所の確認を行い、住居Ｂで活動を開始し
たこと

増強出場した消防隊は車内モニター及び指
令書に住居Ａが表示されていたものの、先
着していた救急隊に合流し、疑問の念を抱
かず住居Ｂで活動を開始したこと

原因と再発防止策について

【指令管制】
救急車内モニターに住居Ｂを表示させて指
令し、その後住居Ａに補正された目標ポイ
ントを救急隊に送信しなかったこと

別紙 
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